
催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

　

支
給
対
象
者
で
、
第
11
回
特
別

弔
慰
金
を
ま
だ
申
請
し
て
い
な
い

人
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

令
和
２
年
４
月
１
日
以
降
に
す

で
に
申
請
済
み
の
場
合
は
、
申

請
不
要

支
給
対
象
者
（
す
べ
て
に
該
当
）

�

・��

戦
没
者
の
死
亡
当
時
の
遺
族

�

・�

令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
で
公

務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
な
ど
を

受
け
取
る
人
が
い
な
い

�

・�

次
の
順
位
に
よ
る
遺
族
１
人

　

１
．弔
慰
金
の
受
給
権
者

　

２
．戦
没
者
の
子
ど
も

　

３�

．戦
没
者
の
①
父
母
、
②
孫
、

③
祖
父
母
、④
兄
弟
姉
妹（
戦

没
者
の
死
亡
当
時
、
生
計
関

係
を
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど

の
要
件
を
満
た
す
か
ど
う
か

で
順
番
が
変
わ
り
ま
す
）

　

４�

．１
～
３
以
外
の
三
親
等
内

の
親
族
（
戦
没
者
の
死
亡
時

ま
で
、
引
き
続
き
１
年
以
上

生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
人
）

支 

給
内
容　

額
面
25
万
円
の
５
年

償
還
の
記
名
国
債

請
求
期
間

　

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

　

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
は
、
平

成
17
～
21
年
度
に
積
極
的
勧
奨
の

差
し
控
え
が
あ
り
ま
し
た
が
、
新

た
な
ワ
ク
チ
ン
が
開
発
さ
れ
、
従

前
と
同
様
に
接
種
で
き
ま
す
。

　

平
成
13
～
18
年
度
に
生
ま
れ
た

人
は
、
平
成
17
～
21
年
度
に
日
本

脳
炎
の
予
防
接
種
を
受
け
て
い
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
母
子
健
康

手
帳
な
ど
を
確
認
し
、
下
表
に

沿
っ
て
、
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。
平
成
13
年
６
月
２
日
～
平
成

19
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人
は
、

20
歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で
、
日

本
脳
炎
の
定
期
予
防
接
種
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
令
和
３
年
度
中
は
日

本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
の
供
給
が
不
足

し
ま
す
。
供
給
不
足
の
間
は
、
１

期
１
回
目
と
２
回
目
、
接
種
年
齢

の
上
限
が
近
づ
い
て
い
る
人
の
接

種
が
優
先
さ
れ
ま
す
。
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

※�

予
診
票
の
再
発
行
が
必
要
な
人

は
、
母
子
健
康
手
帳
を
用
意
し

て
、
保
健
課
、
子
育
て
支
援
課
、

大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
に

お
こ
し
く
だ
さ
い

申 

請
窓
口　

福
祉
課
、
大
和
・
塩

沢
市
民
セ
ン
タ
ー

　

口
の
中
の
細
菌
が
出
す
タ
ン
パ

ク
分
解
酵
素
が
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
感
染
を
促
進

し
ま
す
。
特
に
歯
周
病
菌
は
強
い

タ
ン
パ
ク
分
解
酵
素
を
持
っ
て
い

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

マ
ス
ク
生
活
で
、
会
話
の
減
少

や
口
呼
吸
に
よ
る
口
の
中
の
乾
燥

な
ど
で
、
む
し
歯
に
な
る
リ
ス
ク

も
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

口
内
衛
生
が
乱
れ
る
と
、
腸
内

細
菌
の
バ
ラ
ン
ス
が
く
ず
れ
、
全

身
の
免
疫
力
が
低
下
す
る
危
険
性

が
高
ま
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て

い
ま
す
。

　

お
口
の
健
康
管
理
に
、
セ
ル
フ

ケ
ア
と
歯
科
医
療
機
関
で
の
治
療

な
ど
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

�

（
引
用
：
日
本
歯
科
医
師
会
）

問 
福
祉
課 

厚
生
福
祉
係

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

第
11
回
特
別
弔
慰
金
を
支
給

問 

保
健
課☎

７
７
３
・
６
８
１
１

日
本
脳
炎
予
防
接
種

問 

保
健
課☎

７
７
３
・
６
８
１
１

６
月
は
「
歯
と
口
の
健
康
週
間
」

感
染
予
防
の
た
め
に
お
口
の

健
康
管
理
を
し
ま
し
ょ
う

●１期接種（合計３回）

生年月日 １期の標準的な接種

平成19年４月２日
以降

３歳時に２回（６日以上の間隔をあける）、その後おおむね１年をおいて（４歳時）１回�
※３回目は、２回目から６か月を経過していれば接種可。７歳半が接種期限です。
　�期限内に、不足回数を接種しましょう。平成 19 年４月２日～平成 21 年 10 月１日
生まれの人は、１期に限り特例で９歳以上 13 歳未満でも接種可

平成13年６月２日～
平成19年４月１日

未接種の人は、不足回数を接種しましょう。
※郵送した接種券をご利用ください。20 歳以上になると、全額自費となります

●２期接種（１回）

生年月日
２期の標準的な接種

１期（全３回の接種）終了後、９歳から 10 歳に達するまでに１回接種する

平成19年４月２日
以降

９歳のときに１回。９歳の誕生月前月に接種券を郵送します。
（令和３年度９歳になる人には、令和４年度に接種券を郵送します）

平成13年６月２日～
平成19年４月１日

１期が未完了の人は、２期は接種できません。
１期が完了した人は、２期の接種についてご相談ください。

平成13年６月２日～
平成19年４月１日

１期が完了したら、２期を接種しましょう。郵送した接種券をご使用ください。�
※ 20 歳以上になると、全額自費となります

※�合併前の旧町の予診票も使用できますが、接種券のないものは使用できません。市役所窓口で再発行を
受けてください。この表にない場合でも、医療機関において任意（全額自費）で接種可
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